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「放射線のホント」撤回、「福島原発事故被ばくは公衆の被ばく限度 

年１mSvの法令違反」など福島事故関連課題の政府交渉に参加を 
 

6月 12日(水) 参議院議員会館 B109会議室 12:15～ ロビーにて通行証配布 

12:30～ 参加者打ち合わせ 

13:00～ 復興庁          ・・・「放射線のホント」撤回署名の追加提出と交渉 

14:00～ 原子力災害対策本部    ・・・年 20mSvの帰還政策撤回を求めて 

15:00～ 原子力規制庁、資源エネ庁 ・・・ALPS処理水海洋放出計画の撤回 

原子力規制庁       ・・・モニタリングポスト撤去方針の撤回 

16:00～ 交渉結果のまとめと参加者意見交流   16:30終了予定 

主催：脱原発福島県民会議、双葉地方原発反対同盟、原水爆禁止日本国民会議、原子力資料情報室、 

全国被爆２世団体連絡協議会、反原子力茨城共同行動、原発はごめんだ！ヒロシマ市民の会、 

チェルノブイリ・ヒバクシャ救援関西、ヒバク反対キャンペーン 

紹介議員：福島みずほ参議院議員 

 

政府は、年 20 ミリシーベルト（以下 mSv と標記）

基準による避難指示解除を進め、「風評払拭・リスクコ

ミュニケーション強化戦略」に沿って省庁挙げて、福

島原発事故被ばくの健康影響はなく、福島は復興しつ

つあると世論を操作し、福島原発事故被害者を切り捨

て、原発再稼働の地ならしをする政策を進めています。 

前回 12 月 20 日の政府交渉では、福島原発事故によ

る被ばくが「公衆の被ばく限度年１mSv の法令」違反

との追及に対して、各省庁がそろって、「公衆の被ばく

限度年１mSv は法律に定められていない」と、門前払

いしようとしてきました。 

今回 6 月 12 日の交渉では、「放射線のホント」の撤

回を求める署名約３万筆を追加提出します（前回提出

と合わせて５万筆）。署名を背景に、「放射線のホント」

の撤回、福島原発事故被ばくは「公衆の被ばく限度年

１mSv の法令」違反、ALPS 処理水の海洋放出計画撤

回、モニタリングポスト撤去方針の撤回など、厳しく

政府を追及しましょう。 

 

【復興庁との交渉】 「放射線のホント」の撤回  

「放射線のホント」は 2018 年 3 月に復興庁が「風評

払拭・リスクコミニュケーション強化戦略」に基づき、

関係行政機関における情報発信等のモデルとして、作

成したものです。同じ「強化戦略」に基づく、内容も

「放射線のホント」に類似の、小中高生向け「放射線

副読本（再改定版）」に対して、市レベルで回収される

など社会的批判が起きています。 

累計 5万筆の署名を背景に「放射線のホント」の撤回

を求め、厳しく追及しましょう。 

☆復興庁は福島第一原発事故の被ばくを「余分な被ば

く」と言い張り「不当な被ばく」と ⇒ 裏面に続く 

 

政府交渉に向けた討論集会 6月 5日(水) 13:30～16:30 

会場：参議院議員会館 B105会議室    13:15～ ロビーにて通行証を配布 

6 月 12 日の政府交渉に向けて、福島からの報告と質問書をもとに交渉の追及点などを論議します。 

署名用紙、署名拡大リーフレット、署名ニュースのダウンロード 

原子力資料情報室 http://www.cnic.jp/8294 ヒバク反対キャンペーン http://www.hibakuhantai.sakura.ne.jp/ 



認めません。「福島原発事故被ばくは公衆の被ばく 

限度年１mSv の法令違反」、「人権の侵害」だと厳しく

追及します。 

☆100mSv 以下の被ばくによる健康影響を「検出不可」

として切り捨てている（放射線のホント 16ページ）こ

とについて、100mSv以下の被ばくでも健康影響が出る

ことを示す調査・研究を示して追及します。 

 

【原子力災害対策本部との交渉】 

年 20mSv規準による被害者切り捨て政策撤回 

☆年 20mSvは、公衆の被ばく限度年 1mSvの 20倍とい

うとんでもなく危険な基準です。年 20ｍSv 基準が「公

衆の被ばく限度年１mSv の法令」違反だと追及します。 

☆あわせて、年 20mSv 基準の法的根拠も追及します。 

☆20mSv 以下でも健康影響が出るという調査結果に対

して原子力災害対策本部の見解を求めていますが

2017年 2月の政府交渉以降回答がありません。2018年

7 月の政府交渉での回答「原子力災害対策本部が責任

をもつ」を果たせと、重ねて回答を要求します。 

☆避難指示解除後も主として半減期 30 年のセシウム

137 による放射線が世代を超えて長期間継続します。

日本政府は国連人権理事会でドイツ政府の「避難指示

解除地域の線量基準を年１mSv 以下に引き下げよ」と

の勧告を受け入れています。しかし「長期的に」とし

ていることを批判し、具体的な取り組みを求めます。 

 

【原子力規制庁、資源エネルギー庁との交渉】 

ALPS処理水海洋放出計画の撤回  

ALPS 処理水にはトリチウムや半減期 1570 万年

のヨウ素 129 など 62 核種が含まれ、タンク貯留水

の85％が法定濃度を超えています。海洋を汚染し、

原発事故被害者をさらに苦しめる海洋放出は許さ

れません。ALPS 処理水海洋放出計画は全県的な反

対で検討段階に戻されています。 

☆資源エネルギー庁の「小委員会」では長期保管・

管理も含めた検討がされています。 

資源エネルギー庁に対して、①小委員会ではどの

ような検討をしているのか。②海洋放出ではなく、

早急に長期保管・管理を方針とし、具体化せよと追

及します。 

☆原子力規制庁は前回交渉で、「告示濃度限度を満

たしていれば海洋放出可能」と回答しました。 

原子力規制庁に対して、「放出がなくても福島原

発事故の放射能汚染で現在も住民は被ばくしてい

る。それを含め周辺監視区域住民の被ばくを年１

mSv 以下にしなければ公衆の被ばく限度年１mSv

を守ったことにならない。」と追及し、「告示濃度限

度を満たしていれば海洋放出可能」との見解の撤回

を迫ります。 

 

【原子力規制庁との交渉】 

モニタリングポスト撤去方針の撤回  

モニタリングポスト撤去方針は全県的な反対で実

施中断状態です。2018 年 9 月の NHK アンケート

では対象４７市町村中 33 市町村が反対しています。

原子力規制委員会からの見直し案は出ず棚上げ状

態となっています。前回交渉の原子力規制庁回答通

り、2019 年度の維持費予算が例年規模で付いてい

ます。 

①引き続き、モニタリングポスト撤去方針の撤回を

求めます。 

②また、避難指示解除地域に新たにモニタリングポ

ストを設置することを求めます。 

 

連絡先  
原子力資料情報 〒164-0011 東京都中野区中央 2-48-4 小倉ビル１階 Tel：03-6821-3211 

ヒバク反対キャンペーン 〒666-0115 兵庫県川西市向陽台1-2-15 建部暹 Tel&Fax：072-792-4628 
 
 

放射線審議会の「ICRP90年勧告の国内制度取入れ

についての意見具申（1998年 10月）」で、「取り入

れの基本的な考え方」として、「公衆の被ばくに関

する限度は、実効線量については年１ミリシーベ

ルトとし、これを規制体系の中で担保することが

適当である。このためには、施設周辺の線量、排

気・排水の濃度等のうちから、適切な種類の量を

規制することにより、当該線量限度が担保できる

ようにすべきである。」と述べています。 

「公衆の被ばく限度を年１ｍSv とする。」のよう

な直接的な法令はありませんが、「公衆の被ばく限

度年１mSv」は法令で守られています。 


